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外

国

の

金

融

機

関

に

自

己

の

資

産

の

運

用

を

一

任

し

て

い

た

納

税

者

が

運

用

の

一

環

で

運

用

対

象

資

産

に

属

す

る

外

国

通

貨

に

よ

っ

て

他

の

種

類

の

外

貨

や

外

貨

建

て

の

有

価

証

券

を

取

得

す

る

各

取

引

を

行

っ

た

。

そ

の

後

、

納

税

者

が

課

税

庁

か

ら

各

取

引

に

よ

っ

て

為

替

差

損

益

に

係

る

雑

所

得

が

生

じ

て

い

る

と

し

て

所

得

税

等

の

更

正

処

分

等

を

受

け

た

た

め

、

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

最

高

裁

第

三

小

法

廷

（

林

道

晴

裁

判

長

）

は

�

日

、

納

税

者

の

上

告

を

棄

却

し

、

納

税

者

敗

訴

の

判

決

が

確

定

し

た

。

た

だ

、

５

人

の

裁

判

官

の

う

ち

３

人

か

ら

今

回

の

判

断

は

、

あ

く

ま

で

「

現

行

法

を

前

提

と

す

る

解

釈

論

」

に

基

づ

く

も

の

で

、

「

外

貨

建

取

引

に

係

る

所

得

税

の

課

税

の

在

り

方

を

改

め

て

検

討

す

べ

き

時

期

に

来

て

い

る

」

な

ど

と

す

る

補

足

意

見

が

示

さ

れ

た

。

　

国

税

不

服

審

判

所

は

�

日

、

令

和

７

年

�

月

分

か

ら

�

月

分

ま

で

の

裁

決

事

例

５

件

を

追

加

し

、

同

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

表

し

た

。

　

５

件

の

内

訳

は

、

国

税

通

則

法

関

係

が

２

件

、

相

続

税

法

関

係

が

１

件

、

国

税

徴

収

法

関

係

が

２

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

事

例

に

は

、

相

続

税

法

第

�

条

の

規

定

に

基

づ

く

申

告

等

に

よ

り

確

定

し

た

遺

産

が

先

行

相

続

の

遺

産

分

割

に

よ

っ

て

減

少

し

た

こ

と

を

理

由

と

す

る

更

正

の

請

求

に

つ

い

て

、

当

該

申

告

等

に

よ

り

確

定

し

た

遺

産

の

価

額

を

前

提

と

す

る

も

の

で

は

な

い

た

め

、

同

法

第

�

条

第

１

項

第

１

号

に

基

づ

く

更

正

の

請

求

に

は

該

当

し

な

い

と

、

国

税

不

服

審

判

所

が

判

断

し

た

相

続

税

法

関

係

の

も

の

な

ど

が

あ

る

。

　

日

本

の

居

住

者

で

あ

る

納

税

者

は

、

平

成

�

年

５

月

に

ス

イ

ス

に

本

店

を

置

く

金

融

機

関

の

自

身

名

義

の

預

金

口

座

に

合

計

１

０

５

億

円

を

送

金

し

、

同

年

７

月

に

同

金

融

機

関

に

そ

の

運

用

を

一

任

し

た

。

同

金

融

機

関

は

�

年

７

月

か

ら

�

年

�

月

ま

で

の

間

、

運

用

の

一

環

と

し

て

運

用

対

象

資

産

に

属

す

る

外

貨

に

よ

っ

て

他

の

種

類

の

外

貨

や

外

貨

建

て

の

有

価

証

券

を

取

得

す

る

各

取

引

を

行

っ

た

。

納

税

者

は

各

取

引

か

ら

所

得

が

生

じ

な

い

こ

と

を

前

提

に

、

�

年

分

と

�

年

分

の

所

得

税

等

の

各

確

定

申

告

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

課

税

庁

は

各

取

引

に

よ

っ

て

為

替

差

損

益

に

係

る

雑

所

得

が

生

じ

て

い

る

な

ど

と

し

て

各

年

分

の

所

得

税

等

の

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

（

取

引

の

例

と

争

点

は

図

参

照

）

。

　

納

税

者

は

、

外

貨

に

よ

り

他

の

種

類

の

外

貨

ま

た

は

同

一

の

外

貨

建

て

の

有

価

証

券

を

取

得

す

る

取

引

が

行

わ

れ

て

も

、

為

替

変

動

の

リ

ス

ク

が

依

然

と

し

て

存

在

し

、

為

替

差

益

は

確

定

し

な

い

か

ら

、

各

取

引

に

係

る

為

替

差

益

に

課

税

す

る

こ

と

は

未

確

定

、

未

実

現

の

利

益

に

課

税

す

る

も

の

と

し

て

許

さ

れ

ず

、

為

替

差

益

を

各

取

引

が

行

わ

れ

た

日

の

属

す

る

年

に

お

け

る

「

収

入

す

べ

き

金

額

」

（

所

得

税

法

�

条

１

項

）

と

し

、

�

年

と

�

年

に

各

取

引

で

為

替

差

益

に

係

る

所

得

が

生

じ

て

い

る

と

し

た

一

、

二

審

の

判

断

に

は

、

同

法

の

解

釈

適

用

の

誤

り

が

あ

る

旨

を

主

張

し

た

。

　

し

か

し

、

最

高

裁

は

判

決

で

、

所

得

税

法

は

収

入

の

原

因

と

な

る

権

利

が

確

定

し

た

場

合

に

は

、

そ

の

時

点

で

所

得

の

実

現

が

あ

っ

た

も

の

と

し

て

、

同

権

利

確

定

の

時

期

の

属

す

る

年

分

の

課

税

所

得

を

計

算

す

る

と

い

う

建

前

を

採

用

し

て

い

る

と

解

さ

れ

、

所

得

金

額

お

よ

び

所

得

税

額

の

計

算

に

つ

い

て

本

邦

（

日

本

国

）

通

貨

の

額

面

価

格

の

単

位

を

基

準

に

行

う

こ

と

を

当

然

の

前

提

と

し

て

い

る

と

指

摘

。

こ

れ

ら

を

踏

ま

え

る

と

、

「

居

住

者

が

、

外

国

通

貨

に

よ

り

他

の

種

類

の

外

国

通

貨

又

は

同

一

の

外

国

通

貨

建

て

の

有

価

証

券

を

取

得

す

る

取

引

を

行

っ

た

場

合

、

上

記

取

引

を

行

っ

た

日

の

属

す

る

年

分

の

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

上

記

取

引

時

に

お

け

る

他

の

種

類

の

外

国

通

貨

の

金

額

又

は

有

価

証

券

の

価

額

の

円

換

算

額

が

『

収

入

す

べ

き

金

額

』

と

な

る

と

解

す

る

の

が

相

当

」

と

判

断

。

そ

し

て

、

円

換

算

額

か

ら

支

払

に

用

い

た

外

国

通

貨

を

得

る

の

に

要

し

た

金

額

等

を

控

除

し

た

金

額

が

、

取

引

に

係

る

所

得

の

金

額

と

な

る

と

し

、

納

税

者

に

�

年

と

�

年

に

各

取

引

に

よ

り

為

替

差

益

に

係

る

所

得

が

生

じ

て

い

る

と

し

た

一

、

二

審

の

判

断

は

是

認

で

き

る

と

し

た

。

　

一

方

、

林

裁

判

長

を

含

む

３

人

の

裁

判

官

か

ら

補

足

意

見

が

出

さ

れ

た

。

　

同

意

見

で

は

、

本

判

決

に

お

け

る

判

断

は

、

あ

く

ま

で

も

為

替

差

損

益

に

係

る

課

税

に

つ

い

て

明

文

の

規

定

が

な

く

、

本

件

各

取

引

に

係

る

所

得

の

把

握

に

つ

い

て

も

本

邦

通

貨

の

額

面

価

額

の

単

位

を

基

準

に

行

う

ほ

か

な

い

現

行

法

を

前

提

と

す

る

解

釈

論

に

と

ど

ま

る

と

説

明

。

外

貨

建

て

の

投

資

や

国

際

取

引

が

日

常

的

に

活

発

に

行

わ

れ

て

い

る

現

状

で

、

所

得

の

把

握

を

常

に

本

邦

通

貨

の

額

面

価

格

の

単

位

を

基

準

に

行

う

こ

と

自

体

に

問

題

が

な

い

か

も

含

め

て

、

外

貨

建

取

引

に

係

る

所

得

税

の

課

税

の

在

り

方

を

改

め

て

検

討

す

べ

き

時

期

に

来

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

な

ど

と

指

摘

し

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ６ �

第３７０３号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２６年



　

毎

年

春

か

ら

初

夏

に

か

け

て

届

く

、

自

動

車

税

や

固

定

資

産

税

の

通

知

書

。

昨

年

は

管

轄

の

自

治

体

に

お

い

て

自

動

車

税

の

み

が

、

ス

マ

ホ

の

「

ｅ

Ｌ

―

Ｑ

Ｒ

」

決

済

に

対

応

し

て

い

た

が

、

今

年

か

ら

固

定

資

産

税

も

同

決

済

に

対

応

し

た

こ

と

も

あ

り

、

自

動

車

税

と

固

定

資

産

税

の

納

付

書

を

同

決

済

で

一

気

に

電

子

納

付

し

た

★

固

定

資

産

税

は

「

全

期

一

括

」

だ

け

で

な

く

、

「

期

別

（

４

回

分

割

）

」

の

納

付

書

も

そ

の

場

で

１

枚

ず

つ

選

ん

で

ス

キ

ャ

ン

で

き

る

た

め

、

コ

ン

ビ

ニ

等

に

赴

く

こ

と

な

く

自

宅

で

納

税

が

完

結

す

る

の

は

本

当

に

便

利

だ

と

感

じ

た

★

ま

た

、

多

く

の

ス

マ

ホ

決

済

ア

プ

リ

で

は

決

済

手

数

料

が

無

料

な

の

も

あ

り

が

た

い

。

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

や

口

座

振

替

で

支

払

い

た

い

場

合

は

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

を

経

由

す

れ

ば

簡

単

に

手

続

き

が

可

能

。

い

ず

れ

も

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

に

合

わ

せ

て

納

付

で

き

る

の

で

ぜ

ひ

利

用

し

て

み

て

は

。

（

Ｍ

）

　

社

会

保

障

国

民

会

議

の

給

付

付

き

税

額

控

除

等

に

関

す

る

実

務

者

会

議

（

議

長

＝

小

野

寺

五

典

自

民

党

税

制

調

査

会

長

）

は

�

日

、

�

回

目

の

会

合

を

開

催

し

た

。

こ

れ

ま

で

の

議

論

を

踏

ま

え

た

取

り

ま

と

め

の

方

向

性

と

し

て

議

長

案

が

提

示

さ

れ

、

飲

食

料

品

に

係

る

消

費

税

の

税

率

を

令

和

９

年

４

月

か

ら

２

年

間

、

１

％

（

現

行

は

８

％

）

に

引

き

下

げ

る

と

と

も

に

、

同

１

％

分

に

相

当

す

る

「

所

得

に

連

動

し

た

き

め

細

か

な

給

付

」

を

１

回

目

は

９

年

秋

ご

ろ

、

２

回

目

は

�

年

秋

ご

ろ

に

そ

れ

ぞ

れ

先

行

実

施

。

全

体

と

し

て

飲

食

料

品

に

係

る

消

費

税

の

実

質

ゼ

ロ

化

を

実

現

す

る

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

に

お

い

て

は

令

和

８

年

９

月

�

日

に

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

（

国

税

総

合

管

理

）

シ

ス

テ

ム

に

代

わ

り

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

に

移

行

す

る

予

定

で

あ

り

、

現

在

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

な

ど

に

対

し

、

「

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

移

行

に

伴

う

周

知

事

項

等

に

つ

い

て

」

を

送

付

す

る

な

ど

し

て

周

知

を

図

っ

て

い

る

。

　

周

知

事

項

等

は

、

主

に

申

告

書

等

の

様

式

変

更

な

ど

に

つ

い

て

で

、

例

え

ば

、

申

告

書

の

様

式

変

更

に

よ

り

、

申

告

書

第

二

表

の

「

税

理

士

署

名

欄

」

を

第

一

表

に

移

転

す

る

こ

と

、

今

月

に

も

、

８

年

分

の

所

得

税

申

告

書

等

の

様

式

案

を

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

公

開

す

る

予

定

で

あ

る

こ

と

を

説

明

、

現

行

の

様

式

と

の

比

較

も

示

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

納

税

者

等

か

ら

書

面

で

提

出

さ

れ

た

申

告

書

等

に

つ

い

て

は

、

原

則

、

ス

キ

ャ

ン

（

Ａ

Ｉ

―

Ｏ

Ｃ

Ｒ

）

処

理

に

よ

り

デ

ー

タ

化

を

行

う

こ

と

に

な

る

の

で

、

申

告

書

等

を

書

面

に

て

提

出

（

郵

送

）

す

る

際

は

、

用

紙

の

種

類

に

つ

い

て

は

「

普

通

紙

」

、

「

再

生

紙

」

等

の

表

示

で

市

販

さ

れ

て

い

る

も

の

を

使

用

す

る

こ

と

、

用

紙

の

サ

イ

ズ

は

原

則

と

し

て

、

Ａ

４

版

と

す

る

こ

と

、

用

紙

の

状

態

に

つ

い

て

は

、

し

わ

、

濡

れ

、

変

色

、

異

物

付

着

、

め

く

れ

が

な

い

よ

う

に

し

、

用

紙

は

穴

を

あ

け

た

り

、

の

り

づ

け

は

し

な

い

こ

と

な

ど

を

求

め

て

い

る

。

　

会

合

後

、

会

見

し

た

小

野

寺

議

長

は

、

「

各

党

に

持

ち

帰

っ

て

検

討

を

し

て

い

た

だ

き

、

中

間

取

り

ま

と

め

に

向

け

て

来

週

は

複

数

回

、

実

務

者

会

議

を

開

催

す

る

」

と

述

べ

た

。

　

給

付

付

き

税

額

控

除

の

導

入

ま

で

の

間

の

つ

な

ぎ

と

し

て

「

食

料

品

消

費

税

率

ゼ

ロ

」

が

検

討

さ

れ

て

き

た

中

で

、

税

率

を

１

％

と

す

る

案

が

示

さ

れ

た

の

は

、

０

％

と

す

る

と

、

１

％

と

す

る

の

に

比

べ

て

シ

ス

テ

ム

改

修

等

に

よ

り

長

い

期

間

を

要

す

る

こ

と

が

背

景

に

あ

る

（

６

月

８

日

号

１

面

参

照

）

。

１

％

と

す

る

こ

と

で

、

９

年

４

月

か

ら

の

早

期

実

現

に

つ

な

げ

る

一

方

で

、

所

得

に

連

動

し

た

き

め

細

か

な

給

付

に

よ

っ

て

残

り

の

１

％

相

当

分

の

還

元

を

図

る

。

　

所

得

に

連

動

し

た

き

め

細

か

な

給

付

の

実

施

に

当

た

っ

て

は

、

現

時

点

で

公

的

機

関

が

保

有

す

る

所

得

情

報

を

活

用

す

る

こ

と

を

前

提

に

す

る

。

働

き

控

え

へ

の

対

応

と

、

中

低

所

得

の

現

役

勤

労

者

に

手

厚

く

対

応

す

る

観

点

か

ら

実

施

す

る

と

し

て

い

る

が

、

給

付

対

象

と

な

る

者

の

具

体

的

な

所

得

水

準

は

明

ら

か

に

し

て

い

な

い

。

配

偶

者

の

所

得

勘

案

に

よ

る

一

定

の

例

外

措

置

は

設

け

ず

、

�

歳

以

下

の

子

ど

も

を

育

て

て

い

る

世

帯

に

は

配

慮

を

行

う

と

い

う

。

　

２

年

間

の

消

費

税

率

の

１

％

へ

の

引

下

げ

が

終

了

し

た

後

と

な

る

�

年

秋

ご

ろ

に

は

、

先

行

実

施

し

た

も

の

と

は

別

の

「

所

得

に

連

動

し

た

き

め

細

か

な

給

付

」

を

本

格

導

入

す

る

と

し

て

い

る

。

本

格

導

入

す

る

同

給

付

で

は

、

配

偶

者

の

所

得

勘

案

に

よ

る

一

定

の

例

外

措

置

を

設

け

、

子

育

て

世

帯

へ

の

配

慮

は

�

歳

以

下

の

子

ど

も

を

対

象

に

す

る

と

い

う

。

　

所

得

に

連

動

し

た

き

め

細

か

な

給

付

は

先

行

実

施

分

、

本

格

導

入

分

と

も

に

税

額

控

除

を

伴

わ

な

い

た

め

、

当

初

導

入

す

る

と

し

て

い

た

「

給

付

付

き

税

額

控

除

」

で

は

な

い

。

し

か

し

、

議

長

案

で

は

給

付

付

き

税

額

控

除

の

将

来

像

に

つ

い

て

、

�

日

に

開

催

さ

れ

た

�

回

目

の

会

合

で

示

さ

れ

た

「

将

来

的

な

方

向

性

に

つ

い

て

」

（

６

月

�

日

号

１

面

参

照

）

を

踏

ま

え

て

、

継

続

し

て

検

討

を

行

う

こ

と

と

し

て

お

り

、

将

来

的

に

税

額

控

除

と

の

組

み

合

わ

せ

と

す

る

こ

と

に

も

含

み

を

持

た

せ

て

い

る

。

　

東

京

都

税

制

調

査

会

（

会

長

＝

池

上

岳

彦

立

教

大

学

特

別

専

任

教

授

）

が

５

月

�

日

に

開

催

し

た

令

和

８

年

度

第

１

回

小

委

員

会

で

テ

ー

マ

の

一

つ

と

し

て

「

個

人

所

得

課

税

の

在

り

方

」

が

取

り

上

げ

ら

れ

た

。

デ

ジ

タ

ル

空

間

で

の

経

済

活

動

の

多

様

化

・

複

雑

化

が

進

展

す

る

中

、

個

人

所

得

課

税

が

今

後

ど

う

あ

る

べ

き

か

が

論

点

と

な

っ

た

。

こ

の

中

で

は

、

個

人

が

営

む

事

業

の

う

ち

地

方

税

法

等

で

定

め

ら

れ

た

事

業

（

法

定

�

業

種

）

に

課

さ

れ

る

個

人

事

業

税

に

つ

い

て

、

個

人

の

事

業

形

態

の

多

様

化

に

よ

り

�

業

種

に

一

概

に

は

該

当

し

な

い

も

の

が

増

え

る

と

と

も

に

、

事

業

性

の

認

定

が

困

難

に

な

っ

て

い

る

こ

と

が

課

題

と

し

て

挙

げ

ら

れ

た

。

　

個

人

事

業

税

の

課

税

対

象

事

業

は

、

地

方

税

法

と

同

法

施

行

令

に

�

業

種

が

限

定

列

挙

さ

れ

て

い

る

。

近

年

は

事

業

形

態

が

多

様

化

し

て

い

る

が

、

平

成

�

年

度

の

改

正

後

、

法

定

業

種

は

見

直

さ

れ

て

い

な

い

。

そ

の

た

め

、

事

業

性

が

認

め

ら

れ

る

に

も

関

わ

ら

ず

、

法

定

業

種

に

該

当

し

な

い

こ

と

か

ら

課

税

さ

れ

な

い

業

種

が

あ

る

。

ま

た

、

課

税

対

象

事

業

の

認

定

が

困

難

な

場

合

も

あ

り

、

都

道

府

県

間

で

そ

の

判

断

が

異

な

る

ケ

ー

ス

さ

え

あ

る

。

　

例

え

ば

、

こ

の

日

の

資

料

で

は

、

「

事

業

性

は

認

め

ら

れ

る

が

、

該

当

す

る

法

定

業

種

が

規

定

さ

れ

て

い

な

い

た

め

課

税

さ

れ

な

い

業

種

」

の

例

と

し

て

、

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

ｒ

、

イ

ン

フ

ル

エ

ン

サ

ー

、

Ｔ

ｉ

ｋ

Ｔ

ｏ

ｋ

ｅ

ｒ

等

が

あ

っ

た

。

し

か

し

、

福

井

県

が

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

し

て

い

る

「

個

人

事

業

税

　

業

種

の

認

定

基

準

に

つ

い

て

」

で

は

、

�

業

種

の

う

ち

の

一

つ

広

告

業

の

主

な

例

の

中

で

「

イ

ン

フ

ル

エ

ン

サ

ー

（

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

ｒ

、

イ

ン

ス

タ

グ

ラ

マ

ー

等

）

」

が

入

っ

て

お

り

、

東

京

都

と

福

井

県

で

は

取

扱

い

が

異

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

東

京

都

で

は

「

反

復

継

続

性

」

「

営

利

性

又

は

対

価

性

」

「

独

立

性

」

「

社

会

的

客

観

性

」

を

個

別

に

確

認

し

、

事

業

性

の

有

無

を

判

断

す

る

①

事

業

認

定

と

、

法

定

業

種

に

該

当

す

る

か

を

各

件

別

に

判

断

す

る

②

業

種

認

定

の

二

つ

を

経

て

個

人

事

業

税

の

課

税

の

有

無

を

判

断

し

て

い

る

と

い

う

。

具

体

的

に

は

、

令

和

６

年

３

月

に

東

京

国

税

局

か

ら

所

得

税

の

確

定

申

告

の

う

ち

、

事

業

所

得

等

に

係

る

情

報

約

�

万

件

の

提

供

が

あ

り

、

こ

の

中

か

ら

調

査

対

象

と

な

る

、

所

得

が

年

間

２

９

０

万

円

（

事

業

主

控

除

）

を

超

え

る

も

の

を

抽

出

。

抽

出

し

た

約

�

万

件

を

①

、

②

に

基

づ

い

て

選

別

し

、

６

年

度

は

個

人

事

業

税

の

課

税

が

約

�

万

件

、

対

象

外

が

約

�

万

件

と

な

り

、

対

象

外

の

方

が

多

か

っ

た

。

　

東

京

都

は

昨

年

�

月

に

国

に

提

出

し

た

予

算

編

成

に

対

す

る

提

案

要

求

で

、

前

記

の

よ

う

な

問

題

意

識

か

ら

「

個

人

事

業

税

の

課

税

対

象

事

業

を

法

令

に

限

定

列

挙

す

る

現

行

の

方

式

を

見

直

し

、

事

業

所

得

又

は

不

動

産

所

得

を

有

す

る

全

て

の

事

業

を

課

税

対

象

と

す

る

こ

と

」

を

求

め

て

い

た

。

都

だ

け

で

な

く

、

全

国

知

事

会

も

同

時

期

に

多

様

化

す

る

事

業

形

態

に

対

応

し

て

課

税

の

公

平

性

を

確

保

し

、

分

か

り

や

す

い

税

制

と

す

る

た

め

仕

組

み

を

抜

本

的

に

検

討

す

べ

き

と

す

る

提

案

を

し

て

お

り

、

個

人

事

業

税

の

見

直

し

に

向

け

た

機

運

が

高

ま

っ

て

き

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

５

月

�

、

�

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

課

税

（

第

一

・

第

二

）

部

長

会

議

を

開

催

し

た

。

会

議

で

は

、

「

国

税

組

織

を

取

り

巻

く

環

境

変

化

に

応

じ

た

体

制

整

備

」

「

租

税

回

避

ス

キ

ー

ム

へ

の

対

応

」

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

「

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

に

応

じ

た

最

適

な

事

務

運

営

」

「

令

和

７

年

分

確

定

申

告

の

評

価

と

課

題

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

　

中堅企業向け措置の賃上げ基準見直し

改正前

継続雇用者

給与等支給額

（前年度比）

税額

控除率

＋３％ �％

＋４％ �％

→

改正後

継続雇用者

給与等支給額

（前年度比）

税額

控除率

＋４％ �％

＋５％ �％

＋６％ �％

　

所

有

者

不

明

土

地

等

対

策

の

推

進

の

た

め

の

関

係

閣

僚

会

議

は

５

日

、

第

�

回

会

合

を

開

催

し

、

所

有

者

不

明

土

地

等

対

策

の

推

進

に

関

す

る

基

本

方

針

と

対

策

推

進

の

た

め

の

工

程

表

を

改

訂

し

た

。

今

後

の

工

程

と

し

て

は

、

今

国

会

に

提

出

し

て

い

る

遺

言

者

が

パ

ソ

コ

ン

等

を

用

い

て

作

成

し

た

遺

言

の

電

子

デ

ー

タ

等

を

法

務

局

に

お

い

て

保

管

す

る

保

管

証

書

遺

言

の

方

式

の

創

設

等

の

内

容

を

含

む

民

法

等

の

改

正

案

な

ど

が

あ

る

。

ま

た

、

所

有

者

不

明

土

地

等

対

策

に

お

け

る

各

省

の

取

組

み

状

況

も

公

表

さ

れ

て

い

る

。

　

総

務

省

の

資

料

で

は

、

所

有

者

不

明

土

地

等

に

係

る

固

定

資

産

税

の

課

題

へ

の

対

応

と

な

る

、

令

和

２

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

①

現

に

所

有

し

て

い

る

者

の

申

告

の

制

度

化

と

②

使

用

者

を

所

有

者

と

み

な

す

制

度

の

拡

大

の

適

用

状

況

が

示

さ

れ

た

。

　

①

の

現

に

所

有

し

て

い

る

者

の

申

告

の

制

度

化

で

は

、

７

年

４

月

時

点

で

条

例

を

整

備

済

み

の

団

体

は

１

５

９

９

団

体

、

６

年

度

の

申

告

件

数

は

�

万

６

２

３

８

件

、

②

の

使

用

者

を

所

有

者

と

み

な

す

制

度

に

基

づ

い

て

７

年

度

に

課

税

を

実

施

し

た

団

体

は

４

０

９

団

体

、

課

税

件

数

は

１

５

５

０

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

法

務

省

の

資

料

で

は

、

相

続

土

地

国

庫

帰

属

制

度

の

運

用

状

況

が

示

さ

れ

た

。

８

年

４

月

�

日

時

点

の

申

請

件

数

は

５

４

２

１

件

（

１

５

７

３

件

は

審

査

中

）

で

、

帰

属

件

数

は

２

６

８

１

件

、

却

下

・

不

承

認

件

数

は

１

６

２

件

、

取

下

げ

件

数

は

１

０

０

５

件

。

申

請

（

審

査

中

を

除

く

）

に

対

す

る

帰

属

割

合

は

�

・

６

％

と

な

る

。

　

国

庫

に

帰

属

す

る

土

地

は

増

加

・

累

積

し

て

お

り

、

そ

の

多

く

は

市

場

性

に

乏

し

く

、

活

用

困

難

な

土

地

も

含

ま

れ

て

い

る

た

め

、

長

期

間

保

有

し

続

け

る

こ

と

が

想

定

さ

れ

る

と

し

て

お

り

、

ま

た

、

現

時

点

に

お

い

て

、

宅

地

、

森

林

、

そ

の

他

に

つ

い

て

は

、

売

却

に

至

っ

た

も

の

は

な

い

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

同

制

度

に

つ

い

て

は

、

施

行

か

ら

５

年

後

と

な

る

令

和

�

年

の

制

度

見

直

し

に

向

け

、

例

え

ば

、

帰

属

土

地

の

要

件

の

見

直

し

や

地

域

や

民

間

と

連

携

し

た

管

理

・

活

用

方

策

等

を

含

め

検

討

を

行

う

と

し

て

い

る

。

　

ま

ず

、

「

国

税

組

織

を

取

り

巻

く

環

境

変

化

に

応

じ

た

体

制

整

備

」

に

向

け

た

検

討

で

は

、

８

事

務

年

度

は

Ｇ

Ｓ

Ｓ

環

境

へ

の

移

行

、

内

部

事

務

の

セ

ン

タ

ー

化

の

５

２

４

署

全

署

拡

大

及

び

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

へ

の

移

行

が

予

定

さ

れ

て

お

り

、

こ

う

し

た

執

務

環

境

の

変

化

の

下

で

事

務

運

営

の

最

適

化

を

進

め

、

こ

の

環

境

変

化

を

プ

ラ

ス

に

つ

な

げ

る

た

め

に

庁

局

署

が

問

題

認

識

を

共

有

し

た

上

で

連

携

し

、

事

務

の

効

率

化

と

重

点

的

に

取

り

組

む

べ

き

分

野

へ

の

注

力

に

向

け

て

、

計

画

的

か

つ

着

実

に

取

組

み

を

進

め

て

い

く

こ

と

を

確

認

し

た

。

　

ま

た

、

８

事

務

年

度

に

お

け

る

効

率

化

策

の

取

組

み

の

方

向

性

及

び

効

率

化

効

果

に

よ

り

捻

出

し

た

事

務

量

の

活

用

に

つ

い

て

、

庁

局

で

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

「

租

税

回

避

ス

キ

ー

ム

へ

の

対

応

」

に

つ

い

て

は

、

専

担

部

署

の

設

置

等

に

よ

り

対

応

を

強

化

し

て

き

た

が

、

プ

ロ

モ

ー

タ

ー

が

商

品

化

し

販

売

す

る

ス

キ

ー

ム

利

用

の

急

速

な

拡

大

等

を

踏

ま

え

、

よ

り

一

層

的

確

に

対

応

し

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

外

部

か

ら

の

情

報

提

供

な

ど

に

よ

る

「

ス

キ

ー

ム

の

早

期

探

知

」

や

「

調

査

に

よ

る

是

正

」

及

び

「

税

制

改

正

意

見

の

提

出

」

な

ど

の

こ

れ

ま

で

の

取

組

み

に

つ

い

て

、

さ

ら

に

強

化

を

図

る

こ

と

に

加

え

、

ど

の

よ

う

に

リ

ス

ク

の

高

い

ス

キ

ー

ム

の

利

用

を

抑

止

し

て

い

く

か

と

い

っ

た

観

点

も

含

め

て

、

今

後

検

討

し

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

７

事

務

年

度

に

お

け

る

租

税

回

避

ス

キ

ー

ム

へ

の

対

応

に

係

る

取

組

状

況

及

び

成

果

に

つ

い

て

も

説

明

す

る

と

と

も

に

、

今

後

の

対

応

の

あ

り

方

に

つ

い

て

、

庁

局

で

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

で

は

、

同

庁

は

、

税

関

な

ど

と

の

連

携

に

よ

り

新

た

に

収

集

可

能

と

な

る

資

料

情

報

や

、

関

係

他

官

庁

や

関

係

団

体

等

と

の

連

携

の

創

設

に

加

え

て

、

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

へ

の

見

直

し

な

ど

の

税

制

改

正

に

よ

っ

て

、

さ

ら

な

る

不

正

還

付

を

企

図

し

に

く

い

環

境

整

備

を

図

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

悪

質

化

・

巧

妙

化

す

る

手

口

に

対

し

て

は

、

「

社

会

情

勢

等

の

変

化

を

踏

ま

え

た

さ

ら

な

る

検

討

が

引

き

続

き

必

要

」

と

し

、

会

議

で

は

、

悪

質

・

巧

妙

化

す

る

消

費

税

不

正

還

付

事

案

に

対

し

、

新

た

に

得

ら

れ

る

資

料

情

報

等

を

踏

ま

え

た

対

応

の

あ

り

方

等

に

つ

い

て

庁

局

で

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

ま

た

、

８

事

務

年

度

に

お

い

て

も

、

引

き

続

き

「

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

に

応

じ

た

最

適

な

事

務

運

営

」

の

推

進

・

定

着

を

図

る

と

と

も

に

、

特

に

、

深

度

あ

る

調

査

に

つ

い

て

は

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

や

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

を

活

用

し

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

を

活

用

し

た

調

査

や

、

紙

媒

体

の

納

税

者

の

資

料

を

読

み

込

み

、

テ

キ

ス

ト

デ

ー

タ

化

に

し

て

活

用

す

る

な

ど

効

率

化

施

策

の

取

組

み

を

着

実

に

推

進

し

、

さ

ら

な

る

調

査

の

重

点

化

を

図

っ

て

い

く

方

針

だ

。

会

議

で

は

、

各

局

に

お

け

る

７

事

務

年

度

の

取

組

み

を

通

じ

て

把

握

さ

れ

た

課

題

を

踏

ま

え

、

８

事

務

年

度

の

取

組

方

針

に

つ

い

て

庁

局

で

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

「

７

年

分

確

定

申

告

の

評

価

と

課

題

」

で

は

、

７

年

分

確

定

申

告

に

お

い

て

、

前

年

に

引

き

続

き

、

確

定

申

告

期

前

後

の

外

部

事

務

量

を

確

保

す

る

た

め

、

自

宅

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

推

進

及

び

確

定

申

告

会

場

の

効

率

化

に

向

け

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

方

式

に

よ

る

ス

マ

ホ

申

告

を

基

本

と

し

た

事

務

運

営

や

オ

ン

ラ

イ

ン

事

前

予

約

の

定

着

等

に

取

り

組

ん

で

き

た

が

、

会

議

で

は

、

こ

れ

ら

の

取

組

み

の

結

果

及

び

８

年

分

確

定

申

告

の

方

針

に

つ

い

て

説

明

し

た

上

で

、

庁

局

で

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

経

済

産

業

省

と

中

小

企

業

庁

は

�

日

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

対

応

し

た

賃

上

げ

促

進

税

制

の

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

な

ど

を

公

表

し

た

。

経

産

省

は

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

、

中

企

庁

は

中

小

企

業

向

け

の

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

と

Ｑ

＆

Ａ

を

更

新

し

て

お

り

、

ま

た

、

８

年

度

税

制

改

正

の

概

要

を

説

明

す

る

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

も

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

８

年

度

税

制

改

正

で

は

、

①

全

企

業

向

け

措

置

は

廃

止

、

②

中

堅

企

業

向

け

措

置

は

賃

上

げ

基

準

を

見

直

し

、

③

教

育

訓

練

費

に

係

る

上

乗

せ

措

置

は

廃

止

と

さ

れ

て

お

り

、

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

年

度

で

要

件

や

上

乗

せ

措

置

が

異

な

る

こ

と

に

な

る

。

　

全

企

業

向

け

措

置

は

、

７

年

度

末

を

も

っ

て

廃

止

さ

れ

て

お

り

、

同

措

置

の

適

用

が

可

能

な

期

間

は

、

法

人

で

は

６

年

４

月

１

日

か

ら

８

年

３

月

�

日

ま

で

の

間

に

開

始

す

る

各

事

業

年

度

、

個

人

事

業

主

で

は

７

年

、

８

年

と

な

っ

て

い

る

。

　

中

堅

企

業

向

け

措

置

に

お

け

る

改

正

前

後

の

税

制

適

用

要

件

等

は

表

の

と

お

り

。

こ

れ

に

よ

り

、

①

６

年

４

月

１

日

か

ら

８

年

３

月

�

日

ま

で

の

間

に

開

始

す

る

各

事

業

年

度

（

法

人

）

ま

た

は

７

年

、

８

年

（

個

人

事

業

主

）

に

つ

い

て

適

用

を

受

け

る

場

合

は

改

正

前

の

適

用

要

件

、

②

８

年

４

月

１

日

か

ら

９

年

３

月

�

日

ま

で

の

間

に

開

始

す

る

各

事

業

年

度

（

法

人

）

ま

た

は

９

年

（

個

人

事

業

主

）

に

つ

い

て

適

用

を

受

け

る

場

合

は

改

正

後

の

適

用

要

件

と

な

る

。

　

教

育

訓

練

費

に

係

る

上

乗

せ

措

置

は

７

年

度

末

を

も

っ

て

廃

止

さ

れ

た

。

同

措

置

が

適

用

で

き

る

期

間

は

、

法

人

で

は

６

年

４

月

１

日

か

ら

８

年

３

月

�

日

ま

で

の

間

に

開

始

す

る

各

事

業

年

度

、

個

人

事

業

主

で

は

７

年

、

８

年

と

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

８

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

マ

ル

チ

ス

テ

ー

ク

ホ

ル

ダ

ー

方

針

に

係

る

届

出

書

の

様

式

が

変

更

さ

れ

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

内

閣

府

は

９

日

、

今

年

４

月

に

開

始

し

た

新

し

い

公

益

信

託

制

度

の

第

１

号

案

件

と

し

て

同

日

付

で

公

益

信

託

を

認

可

し

た

と

発

表

し

た

。

新

規

認

可

が

１

件

、

旧

制

度

か

ら

の

移

行

認

可

が

１

件

の

合

計

２

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

日

本

公

認

会

計

士

協

会

（

南

成

人

会

長

）

は

７

月

上

旬

か

ら

８

月

下

旬

に

か

け

て

、

全

国

各

地

で

会

計

の

基

本

を

学

べ

る

小

中

学

生

向

け

会

計

講

座

「

ハ

ロ

ー

！

会

計

」

を

開

催

す

る

。

　

同

協

会

で

は

、

「

会

計

の

知

識

は

、

世

界

の

ビ

ジ

ネ

ス

の

共

通

言

語

で

す

。

ま

た

、

日

常

生

活

や

人

生

設

計

に

お

い

て

も

大

い

に

役

立

ち

ま

す

。

会

計

の

本

質

を

コ

ン

パ

ク

ト

に

学

べ

る

『

ハ

ロ

ー

！

会

計

』

を

通

じ

て

会

計

の

世

界

に

触

れ

、

人

生

を

豊

か

に

す

る

た

め

の

学

び

の

時

間

を

、

会

計

・

監

査

の

プ

ロ

フ

ェ

ッ

シ

ョ

ナ

ル

で

あ

る

公

認

会

計

士

と

一

緒

に

お

楽

し

み

く

だ

さ

い

」

と

し

、

参

加

を

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

例

え

ば

、

東

北

会

は

７

月

５

日

、

秋

田

市

内

の

パ

ー

テ

ィ

ー

ギ

ャ

ラ

リ

ー

イ

ヤ

タ

カ

で

、

小

学

４

～

６

年

生

を

対

象

に

、

「

ハ

ロ

ー

！

会

計

㏌

秋

田

」

を

開

催

す

る

。

　

「

モ

ノ

の

値

段

の

決

め

方

の

ヒ

ミ

ツ

と

利

益

の

考

え

方

」

と

し

て

、

「

お

祭

り

に

た

こ

焼

き

の

屋

台

を

出

店

し

、

そ

こ

で

得

た

利

益

で

先

生

に

プ

レ

ゼ

ン

ト

を

し

よ

う

！

　

た

こ

焼

き

を

何

皿

売

れ

ば

、

プ

レ

ゼ

ン

ト

が

買

え

る

か

を

計

算

し

ま

す

。

１

皿

あ

た

り

の

売

価

３

０

０

円

、

原

価

�

円

の

設

定

で

凄

い

儲

け

と

思

い

き

や

、

た

こ

焼

き

屋

台

セ

ッ

ト

一

式

の

レ

ン

タ

ル

料

等

の

固

定

費

が

か

か

る

と

…

！

？

い

く

つ

売

っ

た

ら

利

益

が

出

せ

る

の

か

の

計

算

の

か

ら

く

り

を

学

び

ま

す

」

と

Ｐ

Ｒ

し

て

い

る

。

　

詳

し

く

は

同

協

会

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

８

年

度

の

「

日

本

税

理

士

会

連

合

会

・

金

子

宏

賞

」

の

受

賞

者

に

石

丸

修

太

郎

氏

（

北

海

道

会

）

を

選

出

す

る

こ

と

を

承

認

し

た

。

　

同

賞

は

、

租

税

法

学

の

礎

を

築

き

、

わ

が

国

の

租

税

研

究

に

多

く

の

功

績

を

残

し

た

故

・

金

子

宏

氏

（

東

京

大

学

名

誉

教

授

）

を

顕

彰

す

べ

く

、

租

税

制

度

に

係

る

学

術

研

究

の

発

達

に

貢

献

し

、

申

告

納

税

制

度

・

税

理

士

制

度

の

発

展

に

寄

与

し

た

者

に

贈

ら

れ

る

も

の

と

し

て

、

５

年

度

に

創

設

さ

れ

た

も

の

。

　

石

丸

氏

は

、

約

８

年

間

に

わ

た

り

、

日

税

連

の

国

際

税

務

情

報

研

究

会

委

員

を

務

め

、

国

際

税

制

の

研

究

に

多

大

な

情

熱

を

注

ぎ

、

日

税

連

の

税

制

改

正

建

議

の

策

定

と

、

わ

が

国

税

制

の

発

展

に

貢

献

す

る

な

ど

し

た

。

　

同

賞

の

選

考

委

員

会

で

は

、

こ

れ

ら

の

功

績

を

高

く

評

価

し

、

同

賞

の

授

与

に

ふ

さ

わ

し

い

と

判

断

し

た

。

　

７

月

に

開

催

さ

れ

る

日

税

連

の

定

期

総

会

に

お

い

て

、

同

氏

へ

の

表

彰

が

行

わ

れ

る

。

　

国

税

不

服

審

判

所

で

は

、

令

和

９

年

７

月

�

日

採

用

の

国

税

審

判

官

（

特

定

任

期

付

職

員

）

の

募

集

を

、

８

月

１

日

か

ら

�

月

�

日

（

郵

送

の

場

合

、

当

日

消

印

有

効

）

ま

で

行

う

。

　

採

用

人

数

は

、

�

人

程

度

。

応

募

条

件

は

、

日

本

国

籍

の

弁

護

士

、

税

理

士

、

公

認

会

計

士

ま

た

は

大

学

の

教

授

も

し

く

は

准

教

授

の

職

に

あ

っ

た

経

歴

を

有

す

る

者

で

、

国

税

に

関

す

る

学

識

経

験

を

有

す

る

こ

と

な

ど

。

職

務

内

容

は

、

国

税

不

服

審

判

所

長

に

対

し

て

さ

れ

た

審

査

請

求

に

係

る

事

件

の

調

査

・

審

理

お

よ

び

議

決

書

の

作

成

等

と

な

っ

て

い

る

。

任

用

期

間

は

、

採

用

日

か

ら

原

則

３

年

間

だ

が

、

２

年

間

（

例

外

）

と

す

る

こ

と

も

相

談

可

能

だ

。

ま

た

、

更

新

の

可

能

性

が

あ

り

、

最

長

５

年

と

な

っ

て

い

る

。

　

選

考

方

法

は

、

第

一

次

選

考

が

書

類

選

考

で

、

第

二

次

選

考

は

面

接

に

よ

る

人

物

試

験

と

な

っ

て

い

る

。

面

接

は

オ

ン

ラ

イ

ン

で

実

施

す

る

予

定

で

、

面

接

を

受

け

る

会

場

は

、

審

判

所

支

部

の

い

ず

れ

か

と

な

る

。

　

応

募

方

法

は

、

審

判

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

か

ら

所

定

の

履

歴

書

を

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

し

、

所

要

の

事

項

を

記

入

し

メ

ー

ル

ま

た

は

郵

送

で

提

出

す

る

。

な

お

、

今

回

か

ら

メ

ー

ル

で

の

提

出

が

可

能

と

な

っ

た

。

　

宛

先

は

、

次

の

通

り

。

　

国

税

不

服

審

判

所

管

理

室

総

務

係

　

〒

１

０

０

―

８

９

７

８

　

東

京

都

千

代

田

区

霞

が

関

３

―

１

―

１

（

財

務

省

本

庁

舎

４

階

）

メ

ー

ル

ア

ド

レ

ス

は

、

ｓ

ａ

ｉ

ｙ

ｏ

―

ｓ

ｈ

ｉ

ｎ

ｐ

ａ

ｎ

＠

ｋ

ｆ

ｓ

．

ｎ

ｔ

ａ

．

ｇ

ｏ

．

ｊ

ｐ

　

メ

ー

ル

で

応

募

す

る

場

合

は

、

件

名

を

「

【

応

募

】

履

歴

書

等

提

出

」

と

す

る

。

　

な

お

、

審

判

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

、

「

募

集

要

項

」

、

応

募

の

た

め

の

所

定

の

「

履

歴

書

」

「

国

税

審

判

官

（

特

定

任

期

付

職

員

）

の

募

集

に

つ

い

て

の

Ｑ

＆

Ａ

」

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

応

募

を

検

討

し

て

い

る

人

に

向

け

て

、

募

集

に

関

す

る

説

明

会

を

８

月

�

日

と

９

月

�

日

に

、

オ

ン

ラ

イ

ン

（

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

）

の

み

で

開

催

す

る

。

　

時

間

は

、

両

日

と

も

�

時

�

分

か

ら

�

時

�

分

。

オ

ン

ラ

イ

ン

開

催

の

た

め

、

自

宅

等

で

の

参

加

が

可

能

だ

。

　

説

明

会

の

申

込

み

は

、

参

加

希

望

回

の

前

営

業

日

の

�

時

ま

で

に

、

審

判

所

に

メ

ー

ル

（

ｓ

ａ

ｉ

ｙ

ｏ

―

ｓ

ｈ

ｉ

ｎ

ｐ

ａ

ｎ

＠

ｋ

ｆ

ｓ

．

ｎ

ｔ

ａ

．

ｇ

ｏ

．

ｊ

ｐ

）

で

申

し

込

む

。

説

明

会

に

関

す

る

詳

細

も

、

審

判

所

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

経

済

産

業

省

は

、

�

日

に

開

始

し

た

デ

ジ

タ

ル

化

・

Ａ

Ｉ

導

入

補

助

金

イ

ン

ボ

イ

ス

枠

（

イ

ン

ボ

イ

ス

対

応

類

型

）

の

第

３

次

公

募

か

ら

、

消

費

税

率

の

変

更

に

柔

軟

に

対

応

で

き

る

ス

マ

ー

ト

レ

ジ

シ

ス

テ

ム

の

導

入

に

係

る

申

請

に

つ

い

て

加

点

措

置

（

優

先

採

択

）

を

強

化

す

る

と

発

表

し

た

。

　

申

請

の

際

に

、

導

入

す

る

Ｉ

Ｔ

ツ

ー

ル

と

し

て

「

ス

マ

ー

ト

レ

ジ

」

を

選

定

し

て

い

る

こ

と

を

加

点

項

目

に

追

加

す

る

こ

と

で

、

同

省

は

、

ス

マ

ー

ト

レ

ジ

シ

ス

テ

ム

の

普

及

を

加

速

さ

せ

た

い

考

え

だ

。

ま

た

、

補

助

対

象

と

な

る

ス

マ

ー

ト

レ

ジ

シ

ス

テ

ム

の

種

類

も

拡

充

し

て

お

り

、

補

助

対

象

等

の

詳

細

は

デ

ジ

タ

ル

化

・

Ａ

Ｉ

導

入

補

助

金

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

ス

マ

ー

ト

レ

ジ

シ

ス

テ

ム

と

は

、

タ

ブ

レ

ッ

ト

や

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

等

の

汎

用

機

器

を

レ

ジ

端

末

と

し

て

利

用

す

る

モ

バ

イ

ル

Ｐ

Ｏ

Ｓ

レ

ジ

の

こ

と

。

売

上

情

報

・

在

庫

情

報

・

顧

客

情

報

等

を

ク

ラ

ウ

ド

上

で

一

元

管

理

で

き

る

。

消

費

税

率

の

変

更

に

柔

軟

に

対

応

で

き

、

事

業

者

の

生

産

性

の

向

上

に

繋

が

る

た

め

、

同

省

で

は

ス

マ

ー

ト

レ

ジ

シ

ス

テ

ム

の

普

及

に

尽

力

し

て

い

る

。

　

加

点

措

置

の

強

化

と

同

時

に

、

全

国

�

都

道

府

県

の

よ

ろ

ず

支

援

拠

点

に

「

ス

マ

ー

ト

レ

ジ

シ

ス

テ

ム

の

普

及

に

向

け

た

特

別

相

談

窓

口

」

も

設

置

。

相

談

窓

口

で

は

、

ス

マ

ー

ト

レ

ジ

シ

ス

テ

ム

を

導

入

す

る

意

向

の

あ

る

事

業

者

へ

の

相

談

対

応

や

、

デ

ジ

タ

ル

化

・

Ａ

Ｉ

導

入

補

助

金

に

関

す

る

相

談

対

応

を

行

っ

て

い

る

。

�

都

道

府

県

の

相

談

窓

口

連

絡

先

は

、

同

省

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

第

３

次

申

請

締

切

り

は

７

月

�

日

�

時

で

、

申

請

は

オ

ン

ラ

イ

ン

の

み

。

「

Ｇ

ビ

ズ

Ｉ

Ｄ

プ

ラ

イ

ム

ア

カ

ウ

ン

ト

」

を

使

っ

て

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

の

専

用

マ

イ

ペ

ー

ジ

に

ロ

グ

イ

ン

し

、

申

請

手

続

き

を

行

う

。

　

公

益

信

託

と

は

、

委

託

者

が

契

約

や

遺

言

に

よ

っ

て

受

託

者

に

財

産

を

託

し

、

受

託

者

が

託

さ

れ

た

財

産

を

用

い

て

受

託

者

の

想

い

に

沿

っ

た

公

益

活

動

を

行

う

仕

組

み

の

こ

と

。

公

益

財

団

法

人

の

よ

う

に

法

人

を

設

立

す

る

の

で

は

な

く

、

既

存

の

法

人

へ

の

寄

附

と

も

異

な

り

、

信

託

行

為

（

契

約

・

遺

言

）

に

よ

っ

て

公

益

活

動

の

内

容

や

運

営

を

案

件

ご

と

に

オ

ー

ダ

ー

メ

イ

ド

す

る

こ

と

が

可

能

に

な

っ

て

い

る

。

た

だ

、

大

正

時

代

に

創

設

さ

れ

た

旧

制

度

は

使

い

勝

手

や

認

知

度

の

問

題

か

ら

活

用

が

低

調

だ

っ

た

。

　

そ

こ

で

、

約

１

０

０

年

ぶ

り

の

制

度

改

革

が

行

わ

れ

、

今

年

４

月

に

新

た

な

公

益

信

託

制

度

が

ス

タ

ー

ト

し

た

。

新

制

度

で

は

、

担

い

手

や

信

託

財

産

・

信

託

事

務

の

範

囲

を

拡

大

し

、

公

益

法

人

と

同

様

の

税

制

優

遇

も

措

置

さ

れ

て

い

る

。

　

今

回

、

新

規

認

可

を

受

け

た

「

地

域

ま

る

ご

と

『

こ

ど

も

応

援

』

公

益

信

託

」

の

受

託

者

は

Ｎ

Ｐ

О

法

人

で

、

Ｎ

Ｐ

О

法

人

が

受

託

者

と

し

て

認

可

を

受

け

る

の

は

本

認

可

が

初

と

な

る

。

　

ま

た

、

移

行

認

可

を

受

け

た

の

は

「

公

益

信

託

ア

ジ

ア

・

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

・

ト

ラ

ス

ト

」

。

新

制

度

施

行

以

前

に

設

定

さ

れ

た

公

益

信

託

（

旧

公

益

信

託

）

は

令

和

�

年

３

月

�

日

ま

で

の

間

に

行

政

庁

の

認

可

を

得

る

こ

と

で

、

新

た

な

公

益

信

託

法

に

基

づ

く

公

益

信

託

に

移

行

で

き

る

。

移

行

期

間

満

了

日

ま

で

に

移

行

認

可

を

受

け

て

い

な

い

旧

公

益

信

託

は

、

移

行

期

間

満

了

日

に

終

了

す

る

と

さ

れ

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　令和５年�月１日から令和�年９月�日までの日の属する課

税期間においては、月の中途にインボイス発行事業者の登録を

受けることができますが、登録日前後の取引については、次の

ような方法でインボイスを交付することとなります。

１　棚卸資産を販売した場合

　棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とされ

ており、引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷

した日、相手方が検収した日など、その棚卸資産の種類及び性

質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日とし

て合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸

資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとされてい

ます（消基通９－１－１、９－１－２）。したがって、継続し

て棚卸資産の譲渡等を行ったこととしている日が登録日以後と

なる取引について、インボイスを交付することとなります。

２　役務の提供を行った場合

　役務の提供を行った日は、原則として、その約した役務の全

部の提供を完了した日になりますから（消基通９－１－５）、

役務の提供が完了した日が登録日以後であるならば、その料金

の全額につきインボイスを交付することとなります。

　そして、役務提供の完了が登録日以後である場合、その料金

については、登録前の期間に係るものについて日割計算をせず

に、全額を課税売上げとして消費税の申告を行います。

３　資産を貸し付けた場合

　資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額（前

受けに係る額を除きます。）を対価とする資産の譲渡等の時期

は、その契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とされて

いますから（消基通９－１－�）、月の中途に登録を受けた場

合においても、月末にその月分の支払を受けることとしている

など、使用料等の支払を受けるべき日が登録日以後となるので

あれば、その月分の使用料等の全額につきインボイスを交付す

ることとなります。　

　この場合、課税資産の譲渡等がその支払を受けるべき日に行

われたこととなりますから、その登録を受けた月分の使用料等

については、登録前の期間に係るものについて日割計算などは

行わず、全額を課税売上げとして消費税の申告を行うこととな

ります。

　他方、前受けに係るもの（翌月分を前払で受けるようなもの）

である場合には、その資産の譲渡等の時期は、原則として現実

に資産の譲渡等を行った時となるため、登録日前の取引と登録

日以後の取引に区分するなどの対応が必要となります。この場

合、インボイスではない領収書を交付し、登録通知を受け登録

日が判明した後に、インボイスとなる部分を区分して交付する

などの方法によることができます。

　

重

加

算

税

の

賦

課

要

件

に

つ

い

て

最

も

問

題

と

な

る

の

が

、

「

隠

蔽

又

は

仮

装

」

の

意

義

で

あ

る

。

こ

の

意

義

に

つ

い

て

多

く

の

論

争

が

あ

る

が

、

そ

れ

を

端

的

に

表

示

し

た

も

の

と

し

て

、

名

古

屋

地

裁

昭

和

�

年

�

月

�

日

判

決

は

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

て

い

る

。

　

「

国

税

通

則

法

六

八

条

は

、

不

正

手

段

に

よ

る

租

税

徴

収

権

の

侵

害

行

為

に

対

し

、

制

裁

を

課

す

る

こ

と

を

定

め

た

規

定

で

あ

り

、

同

条

に

い

う

「

事

実

を

隠

ぺ

い

す

る

」

と

は

、

課

税

標

準

等

又

は

税

額

等

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

事

実

に

つ

い

て

、

こ

れ

を

隠

ぺ

い

し

あ

る

い

は

脱

漏

す

る

こ

と

を

い

い

、

ま

た

「

事

実

を

仮

装

す

る

」

と

は

、

所

有

財

産

あ

る

い

は

取

引

上

の

名

義

等

に

関

し

、

あ

た

か

も

そ

れ

が

事

実

で

あ

る

か

の

よ

う

に

装

う

等

、

故

意

に

事

実

を

歪

曲

す

る

こ

と

を

い

う

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

」

　

こ

の

「

隠

ぺ

い

又

は

仮

装

」

の

意

義

に

関

し

、

ま

ず

、

問

題

と

な

る

の

が

、

納

税

者

が

そ

の

不

正

手

段

を

行

う

に

当

た

っ

て

税

を

免

れ

よ

う

と

す

る

意

思

す

な

わ

ち

故

意

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

（

立

証

す

る

）

必

要

が

あ

る

か

否

か

、

で

あ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

も

多

く

の

議

論

が

あ

る

が

、

そ

れ

ら

を

要

約

す

る

と

、

次

の

三

説

に

区

分

し

得

る

。

　

①

　

二

重

帳

簿

の

作

成

等

の

行

為

が

客

観

的

に

隠

ぺ

い

又

は

仮

装

と

判

断

さ

れ

る

も

の

で

あ

れ

ば

足

り

、

納

税

者

の

故

意

の

立

証

ま

で

必

要

と

し

な

い

も

の

　

②

　

課

税

要

件

と

な

る

事

実

を

隠

ぺ

い

又

は

仮

装

す

る

こ

と

に

つ

い

て

の

認

識

が

あ

れ

ば

足

り

、

そ

の

後

過

少

申

告

等

に

つ

い

て

の

認

識

は

必

要

と

し

な

い

も

の

　

③

　

②

の

要

件

に

加

え

、

過

少

申

告

等

に

つ

い

て

も

租

税

を

免

れ

る

認

識

を

も

必

要

と

す

る

も

の

　

こ

れ

ら

の

三

説

の

う

ち

、

①

に

つ

い

て

は

、

国

税

当

局

が

か

ね

て

か

ら

主

張

し

て

き

た

こ

と

で

あ

り

、

③

に

つ

い

て

は

、

重

加

算

税

の

賦

課

を

慎

重

に

す

べ

き

と

考

え

る

学

説

に

多

く

見

ら

れ

る

。

ま

た

、

③

に

い

う

「

租

税

を

免

れ

る

認

識

を

も

必

要

と

す

る

」

と

い

う

脱

税

の

立

証

に

つ

い

て

は

、

犯

則

事

件

の

要

件

と

同

じ

く

す

る

と

い

う

こ

と

で

、

課

税

の

実

務

が

極

め

て

困

難

に

な

る

。

そ

し

て

、

各

裁

判

例

に

お

い

て

も

、

各

説

が

そ

れ

ぞ

れ

採

用

さ

れ

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

最

高

裁

昭

和

�

年

５

月

８

日

判

決

が

、

前

記

②

の

説

を

採

用

し

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

た

こ

と

に

よ

り

、

こ

の

論

争

に

決

着

を

つ

け

た

と

言

え

る

。

　

「

国

税

通

則

法

六

八

条

に

規

定

す

る

重

加

算

税

は

、

同

法

六

五

条

な

い

し

六

七

条

に

規

定

す

る

各

種

の

加

算

税

を

課

す

べ

き

納

税

義

務

違

反

が

事

実

の

隠

ぺ

い

又

は

仮

装

と

い

う

不

正

な

方

法

に

基

づ

い

て

行

わ

れ

た

場

合

に

、

違

反

者

に

対

し

て

課

さ

れ

る

行

政

上

の

措

置

で

あ

つ

て

、

故

意

に

納

税

義

務

違

反

を

犯

し

た

こ

と

に

対

す

る

制

裁

で

は

な

い

か

ら

（

最

高

裁

昭

和

四

五

年

九

月

一

一

日

第

二

小

法

廷

判

決

・

刑

集

二

四

巻

一

〇

号

一

三

三

三

頁

参

照

）

、

同

法

六

八

条

一

項

に

よ

る

重

加

算

税

を

課

し

得

る

た

め

に

は

、

納

税

者

が

故

意

に

課

税

標

準

等

又

は

税

額

等

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

事

実

の

全

部

又

は

一

部

を

隠

ぺ

い

し

、

又

は

仮

装

し

、

そ

の

隠

ぺ

い

、

仮

装

行

為

を

原

因

と

し

て

過

少

申

告

の

結

果

が

発

生

し

た

も

の

で

あ

れ

ば

足

り

、

そ

れ

以

上

に

、

申

告

に

際

し

、

納

税

者

に

お

い

て

過

少

申

告

を

行

う

こ

と

の

認

識

を

有

し

て

い

る

こ

と

ま

で

を

必

要

と

す

る

も

の

で

は

な

い

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

。

」

　

こ

の

考

え

方

を

実

例

に

即

し

て

考

え

て

み

る

と

、

次

の

よ

う

に

説

明

し

得

る

。

例

え

ば

、

筆

者

が

法

人

税

調

査

に

従

事

し

て

い

た

頃

、

あ

る

工

場

の

女

子

従

業

員

の

残

業

手

当

の

支

給

に

つ

き

、

女

子

従

業

員

の

残

業

時

間

が

規

制

時

間

を

超

過

し

て

い

る

場

合

に

、

労

働

基

準

監

督

署

の

摘

発

を

避

け

る

た

め

に

そ

の

手

当

を

部

課

長

の

出

張

旅

費

に

仮

装

し

て

支

給

し

て

い

た

事

例

を

見

つ

け

た

こ

と

が

あ

っ

た

。

　

こ

の

場

合

、

法

人

税

に

つ

い

て

は

、

女

子

従

業

員

の

残

業

手

当

も

部

課

長

の

出

張

旅

費

も

所

得

金

額

の

計

算

上

い

ず

れ

も

損

金

の

額

に

算

入

さ

れ

る

か

ら

、

「

仮

装

」

の

事

実

が

あ

っ

て

も

結

果

的

に

過

少

申

告

は

発

生

し

な

い

が

、

源

泉

所

得

税

に

つ

い

て

、

「

仮

装

」

の

事

実

と

そ

の

結

果

に

よ

る

不

納

付

の

事

実

も

生

じ

る

こ

と

に

な

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

こ

の

事

案

の

場

合

、

残

業

手

当

等

の

支

給

に

関

す

る

原

始

記

録

を

改

ざ

ん

し

、

科

目

仮

装

が

行

わ

れ

、

そ

の

こ

と

を

当

該

法

人

に

お

い

て

も

認

識

し

て

い

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

当

該

法

人

に

お

い

て

そ

の

仮

装

部

分

に

相

当

す

る

源

泉

所

得

税

を

免

れ

る

意

図

が

な

か

っ

た

と

し

て

も

、

当

該

源

泉

所

得

税

額

に

係

る

重

加

算

税

の

徴

収

は

免

れ

な

い

こ

と

に

な

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

初

学

者

に

向

け

、

所

得

税

制

度

の

仕

組

み

を

十

分

理

解

で

き

る

よ

う

に

、

所

得

の

種

類

や

税

額

の

計

算

、

申

告

の

仕

方

ま

で

を

分

か

り

や

す

く

解

説

。

　

所

得

の

総

合

、

損

益

通

算

か

ら

所

得

・

税

額

の

控

除

、

申

告

・

納

付

の

仕

方

ま

で

具

体

的

な

実

務

に

資

す

る

よ

う

設

例

を

交

え

て

実

践

的

に

解

説

。

解

説

に

当

た

っ

て

は

、

よ

り

具

体

的

な

理

解

の

一

助

と

な

る

よ

う

文

末

に

根

拠

条

文

を

明

示

。

　

「

所

得

に

対

す

る

課

税

は

ど

の

よ

う

に

行

う

か

」

「

青

色

申

告

制

度

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

」

「

雑

所

得

が

あ

る

場

合

の

記

録

保

存

制

度

等

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

」

「

財

産

債

務

調

書

及

び

国

外

財

産

調

書

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

」

「

税

金

に

不

服

が

あ

る

と

き

は

ど

う

す

れ

ば

よ

い

の

か

」

な

ど

全

�

章

で

構

成

。

　

令

和

８

年

度

の

税

制

改

正

に

お

け

る

基

礎

控

除

や

給

与

所

得

控

除

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

等

の

見

直

し

や

少

額

減

価

償

却

資

産

の

取

得

価

額

基

準

の

引

上

げ

等

の

改

正

に

対

応

し

、

所

得

税

を

基

礎

か

ら

体

系

的

に

か

つ

実

践

的

に

学

べ

る

よ

う

解

説

・

編

集

し

た

、

実

務

家

を

目

指

す

方

々

に

も

最

適

の

入

門

書

。

　

Ａ

５

判

、

２

１

６

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

２

０

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

が

、

完

成

工

事

と

は

何

ら

関

係

の

な

い

利

益

が

見

込

ま

れ

る

別

の

未

成

工

事

の

工

事

台

帳

の

工

事

原

価

に

任

意

に

付

け

替

え

た

会

計

処

理

は

、

恣

意

的

で

公

正

妥

当

性

を

欠

く

た

め

、

損

金

不

算

入

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

、

各

事

業

年

度

の

完

成

工

事

原

価

の

外

注

費

等

と

し

て

損

金

の

額

に

算

入

し

た

金

額

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

は

、

当

該

外

注

費

等

は

当

該

各

事

業

年

度

の

完

成

工

事

原

価

で

は

な

い

か

ら

損

金

の

額

に

算

入

さ

れ

な

い

な

ど

と

し

て

法

人

税

等

の

更

正

処

分

等

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

、

請

求

人

の

会

計

処

理

は

適

正

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

請

求

人

の

会

計

処

理

は

公

平

な

所

得

計

算

と

い

う

法

人

税

法

上

の

要

請

に

反

す

る

も

の

と

い

わ

ざ

る

を

得

な

い

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

７

年

２

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

関

係

法

令

　

法

人

税

法

第

�

条

第

３

項

及

び

同

項

各

号

は

、

内

国

法

人

の

各

事

業

年

度

の

所

得

の

金

額

の

計

算

上

当

該

事

業

年

度

の

損

金

の

額

に

算

入

す

べ

き

金

額

は

、

別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

当

該

事

業

年

度

の

収

益

に

係

る

売

上

原

価

、

完

成

工

事

原

価

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

原

価

の

額

（

第

１

号

）

、

同

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

当

該

事

業

年

度

の

販

売

費

、

一

般

管

理

費

そ

の

他

の

費

用

の

額

（

第

２

号

）

及

び

当

該

事

業

年

度

の

損

失

の

額

で

資

本

等

取

引

以

外

の

取

引

に

係

る

も

の

（

第

３

号

）

と

す

る

旨

、

同

条

第

４

項

は

、

同

条

第

３

項

各

号

に

掲

げ

る

額

は

、

別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

一

般

に

公

正

妥

当

と

認

め

ら

れ

る

会

計

処

理

の

基

準

に

従

っ

て

計

算

さ

れ

る

も

の

と

す

る

旨

規

定

し

て

い

る

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

鉄

骨

建

物

の

建

築

工

事

請

負

な

ど

を

目

的

と

す

る

法

人

で

あ

り

、

〇

〇

〇

（

本

件

代

表

者

）

が

代

表

取

締

役

社

長

を

務

め

て

い

た

。

　

請

求

人

は

、

請

け

負

っ

た

各

工

事

ご

と

に

工

事

台

帳

を

作

成

し

、

外

注

費

・

材

料

費

等

の

工

事

原

価

を

会

計

ソ

フ

ト

に

入

力

し

て

未

成

外

注

費

・

未

成

材

料

費

な

ど

の

資

産

勘

定

と

し

て

処

理

し

、

完

成

時

に

損

益

勘

定

へ

振

り

替

え

る

会

計

処

理

を

行

っ

て

い

た

。

未

成

工

事

分

は

未

成

工

事

支

出

金

と

計

上

さ

れ

て

い

た

。

　

し

か

し

請

求

人

は

、

遅

く

と

も

平

成

�

年

６

月

期

以

降

、

赤

字

決

算

を

回

避

し

公

共

工

事

の

受

注

へ

の

悪

影

響

を

防

ぐ

た

め

、

完

成

工

事

と

は

何

ら

関

係

の

な

い

利

益

が

見

込

ま

れ

る

別

の

未

成

工

事

の

工

事

台

帳

上

の

工

事

原

価

に

任

意

に

付

け

替

え

る

処

理

（

本

件

付

替

処

理

）

を

継

続

し

て

行

っ

た

。

こ

の

結

果

、

原

価

の

一

部

が

未

成

工

事

支

出

金

と

し

て

翌

期

へ

繰

り

越

さ

れ

、

各

年

度

で

順

次

付

け

替

え

や

損

金

算

入

が

行

わ

れ

た

。

　

請

求

人

は

、

各

事

業

年

度

の

法

人

税

等

に

つ

い

て

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

、

原

処

分

庁

の

調

査

担

当

職

員

に

よ

り

当

該

処

理

の

不

適

正

が

指

摘

さ

れ

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

繰

り

越

さ

れ

た

原

価

は

本

来

各

前

期

の

完

成

工

事

原

価

で

あ

り

当

期

損

金

に

は

算

入

で

き

な

い

一

方

、

付

替

処

理

に

よ

り

当

期

完

成

工

事

に

対

応

す

る

原

価

に

つ

い

て

は

損

金

算

入

す

べ

き

と

判

断

し

、

法

人

税

お

よ

び

地

方

法

人

税

の

更

正

処

分

並

び

に

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

請

求

人

は

不

服

と

し

て

再

調

査

請

求

を

行

っ

た

が

棄

却

さ

れ

、

再

調

査

決

定

を

経

た

後

の

原

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

各

差

額

は

、

法

人

税

法

第

�

条

第

３

項

第

３

号

に

規

定

す

る

損

失

の

額

と

し

て

、

本

件

各

事

業

年

度

の

損

金

の

額

に

算

入

さ

れ

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

完

成

工

事

原

価

の

う

ち

任

意

の

金

額

を

未

成

工

事

の

工

事

原

価

に

付

け

替

え

る

会

計

処

理

を

す

る

こ

と

で

未

成

工

事

支

出

金

と

し

て

計

上

し

、

翌

事

業

年

度

以

降

に

繰

り

越

し

た

金

額

は

、

い

ず

れ

も

請

求

書

等

で

裏

付

け

ら

れ

た

根

拠

あ

る

金

額

で

あ

る

と

こ

ろ

、

こ

れ

を

各

事

業

年

度

の

完

成

工

事

原

価

に

振

り

替

え

て

「

前

期

損

益

修

正

損

」

と

し

て

計

上

す

る

一

方

、

当

該

事

業

年

度

に

発

生

し

た

工

事

原

価

を

未

成

工

事

支

出

金

に

残

し

て

翌

事

業

年

度

に

繰

り

越

す

と

い

う

未

成

工

事

支

出

金

の

洗

替

え

に

基

づ

い

て

各

事

業

年

度

に

発

生

し

た

損

金

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

法

人

税

法

第

�

条

第

３

項

第

３

号

に

規

定

す

る

損

失

の

額

と

し

て

各

事

業

年

度

の

損

金

の

額

に

算

入

さ

れ

る

。

　

ま

た

、

こ

の

会

計

処

理

は

黒

字

決

算

を

確

保

し

、

経

営

審

査

に

よ

る

ラ

ン

ク

付

け

に

対

応

し

て

い

く

た

め

に

十

数

年

来

行

っ

て

き

た

も

の

で

あ

り

、

そ

の

公

正

性

、

妥

当

性

は

維

持

さ

れ

て

い

る

か

ら

、

法

人

税

法

第

�

条

第

４

項

に

規

定

す

る

一

般

に

公

正

妥

当

と

認

め

ら

れ

る

会

計

処

理

の

基

準

に

違

反

す

る

も

の

で

は

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

法

人

税

法

第

�

条

第

３

項

第

３

号

が

規

定

す

る

損

失

の

額

と

は

、

偶

発

的

な

い

し

は

特

殊

の

損

失

を

い

い

、

災

害

、

盗

難

等

通

常

の

事

業

活

動

と

は

無

関

係

な

偶

発

的

要

因

に

よ

り

発

生

す

る

資

産

の

減

少

の

額

が

該

当

す

る

と

解

さ

れ

る

と

こ

ろ

、

請

求

人

が

完

成

工

事

原

価

と

し

て

損

金

の

額

に

算

入

し

た

各

金

額

は

、

損

金

の

額

に

算

入

し

た

各

事

業

年

度

の

完

成

工

事

と

は

何

ら

関

係

の

な

い

工

事

原

価

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

法

人

税

法

第

�

条

第

３

項

第

３

号

に

規

定

す

る

損

失

の

額

に

該

当

し

な

い

。

ま

た

、

請

求

人

の

上

記

会

計

処

理

は

、

あ

る

事

業

年

度

に

損

金

と

し

て

計

上

す

べ

き

完

成

工

事

原

価

を

翌

事

業

年

度

以

降

に

繰

り

越

し

、

翌

事

業

年

度

以

降

の

工

事

原

価

と

す

る

と

い

う

も

の

で

あ

る

と

こ

ろ

、

こ

の

よ

う

な

処

理

を

認

め

る

と

恣

意

の

介

在

す

る

余

地

が

生

じ

る

こ

と

と

な

り

、

事

実

に

即

し

て

合

理

的

に

計

算

さ

れ

て

い

る

と

も

い

え

ず

、

公

平

な

所

得

計

算

と

い

う

法

人

税

法

上

の

要

請

に

反

す

る

も

の

と

い

わ

ざ

る

を

得

な

い

か

ら

、

一

般

に

公

正

妥

当

と

認

め

ら

れ

る

会

計

処

理

の

基

準

に

該

当

す

る

と

認

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

が

各

事

業

年

度

の

完

成

工

事

原

価

に

振

り

替

え

た

金

額

は

、

各

事

業

年

度

の

損

金

の

額

に

算

入

さ

れ

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



「

自

販

機

の

事

案

、

私

、

調

査

の

初

任

者

研

修

で

教

わ

っ

た

覚

え

が

あ

り

ま

す

よ

。

あ

れ

っ

て

、

杉

江

さ

ん

の

案

件

だ

っ

た

ん

で

す

ね

」

は

な

　

正

木

が

、

華

や

い

だ

声

を

上

げ

た

。

「

僕

も

覚

え

て

る

な

。

た

し

か

『

法

人

税

課

速

報

』

で

も

取

り

上

げ

ら

れ

ま

し

た

よ

ね

。

〝

計

上

さ

れ

て

る

？

　

自

販

機

収

入

〟

み

た

い

な

感

じ

で

」

と

川

上

。

　

法

人

税

課

速

報

は

、

東

京

国

税

局

管

内

の

税

務

署

の

法

人

課

部

門

に

配

布

さ

れ

て

い

る

情

報

冊

子

で

あ

り

、

最

近

の

税

務

調

査

で

把

握

さ

れ

た

非

違

事

項

に

関

し

て

、

具

体

的

な

端

緒

や

調

査

法

な

ど

が

紹

介

さ

れ

て

い

る

。

「

そ

ん

な

こ

と

も

あ

っ

た

な

。

よ

く

覚

え

て

い

る

ね

。

今

な

ら

金

の

高

騰

か

ら

、

さ

し

ず

め

『

歯

科

医

調

査

―

―

金

歯

の

雑

収

入

、

計

上

さ

れ

て

ま

す

か

？

』

み

た

い

な

も

ん

だ

な

」

　

杉

江

の

例

え

に

、

皆

が

声

を

あ

げ

笑

っ

た

。

「

た

だ

ね

、

こ

の

事

案

を

話

し

た

の

は

、

な

に

も

自

慢

話

を

し

よ

う

と

思

っ

て

の

こ

と

じ

ゃ

な

い

ん

だ

。

む

し

ろ

。

真

逆

さ

―

―

」

　

小

料

理

屋

の

個

室

に

い

た

皆

が

沈

黙

し

た

。

「

私

は

、

そ

れ

か

ら

隣

の

地

域

を

管

轄

す

る

税

務

署

に

異

動

し

た

。

２

年

間

一

般

部

門

の

と

っ

か

ん

づ

き

調

査

を

経

験

し

て

か

ら

特

官

付

に

な

っ

た

」

　

国

税

の

内

規

で

は

、

資

本

金

１

億

円

以

上

と

な

る

と

国

税

局

の

所

掌

と

さ

れ

る

。

し

か

し

東

京

局

管

内

で

は

該

当

と

な

る

法

人

数

が

多

い

こ

と

か

ら

、

法

人

の

実

態

に

よ

っ

て

は

、

税

務

署

の

所

掌

と

し

て

い

る

。

そ

う

し

た

法

人

に

対

し

て

は

、

お

も

に

特

別

国

税

調

査

官

と

っ

か

ん

（

通

称

、

特

官

）

が

調

査

を

担

当

す

る

。

　

特

官

付

は

、

特

官

の

も

と

、

そ

の

よ

う

な

法

人

調

査

を

担

当

す

る

調

査

官

を

指

す

。

　

三

平

運

輸

の

調

査

か

ら

３

年

が

経

っ

て

い

た

。

そ

ん

な

あ

る

日

の

こ

と

だ

っ

た

。

◇

　

　

　

◇

　

　

　

◇

「

杉

江

君

、

い

い

か

い

」

か

つ

た

　

勝

田

特

官

か

ら

呼

ば

れ

、

特

官

の

前

の

ス

チ

ー

ル

椅

子

に

座

る

と

、

「

こ

の

法

人

に

臨

場

し

て

、

こ

の

項

目

だ

け

確

認

し

て

く

れ

な

い

か

」

　

杉

江

は

、

示

さ

れ

た

法

人

税

申

告

書

の

内

訳

明

細

書

を

覗

き

込

ん

だ

。

　

債

権

償

却

特

別

勘

定

　

３

４

０

０

万

円

　

債

権

償

却

特

別

勘

定

は

、

平

成

�

年

度

税

制

改

正

で

廃

止

に

な

っ

た

取

扱

い

で

あ

る

が

、

そ

れ

以

前

は

、

売

掛

金

・

貸

付

金

等

の

金

銭

債

権

に

つ

い

て

、

破

産

な

ど

の

法

的

手

続

が

な

く

て

も

、

回

収

不

能

の

お

そ

れ

が

あ

る

場

合

、

債

権

額

の

�

％

ま

で

損

金

算

入

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

も

っ

ぱ

ら

政

策

的

な

措

置

で

あ

っ

た

も

の

の

、

判

断

基

準

が

あ

い

ま

い

だ

っ

た

こ

と

か

ら

、

適

用

で

き

な

い

ケ

ー

ス

も

少

な

か

ら

ず

見

ら

れ

た

。

　

特

官

の

指

示

は

、

そ

の

適

用

判

断

の

た

め

法

人

に

臨

場

す

る

よ

う

に

と

の

こ

と

だ

っ

た

。

ひ

　

だ

が

、

杉

江

の

目

を

惹

い

た

の

は

、

そ

の

下

に

記

さ

れ

た

、

一

行

で

あ

っ

た

の

だ

。

　

比

嘉

善

蔵

氏

死

亡

に

つ

き

１

７

０

万

円

「

え

っ

�

」

思

わ

ず

、

杉

江

は

声

を

発

し

た

。

け

げ

ん

勝

田

が

、

怪

訝

な

顔

で

杉

江

を

見

な

が

ら

、

「

ど

う

し

た

？

」

「

い

え

、

以

前

調

査

し

た

会

社

の

社

長

と

同

姓

同

名

で

…

…

」

言

い

な

が

ら

、

す

で

に

杉

ペ

ー

ジ

く

江

は

申

告

書

を

手

に

し

頁

を

繰

っ

て

い

た

。

〝

三

平

運

輸

が

こ

の

会

社

と

取

引

が

あ

る

と

す

れ

ば

、

勘

定

科

目

と

し

て

あ

る

の

は

…

…

そ

う

だ

な

、

未

払

金

か

…

…

〟

　

胸

が

高

鳴

り

、

心

臓

が

ド

ク

ド

ク

と

打

つ

。

手

が

止

ま

っ

た

。

　

未

払

金

明

細

の

３

枚

目

―

―

、

『

三

平

運

輸

株

式

会

社

』

な

る

会

社

名

。

「

こ

の

会

社

で

す

。

た

ぶ

ん

、

所

在

地

は

こ

こ

だ

っ

た

と

思

い

ま

す

か

ら

」

杉

江

は

人

差

し

指

で

示

し

て

特

官

に

見

せ

た

。

「

そ

こ

の

社

長

が

、

比

嘉

善

蔵

と

い

っ

た

ん

だ

な

。

で

も

、

こ

こ

に

書

い

て

あ

る

項

目

は

、

『

貸

倒

損

失

』

だ

。

こ

の

比

嘉

社

長

と

や

ら

が

、

個

人

で

、

こ

の

会

社

か

ら

借

り

入

れ

て

・

・

・

い

た

と

い

う

こ

と

か

い

？

」

か

し

「

わ

か

り

ま

せ

ん

」

杉

江

は

首

を

傾

げ

た

。

「

で

な

け

れ

ば

、

社

長

が

死

亡

し

た

か

ら

、

貸

し

倒

れ

に

す

る

の

は

お

か

し

く

な

い

か

？

」

　

特

官

の

指

摘

は

も

っ

と

も

だ

っ

た

。

「

た

し

か

に

、

そ

う

で

す

ね

…

…

」

「

じ

ゃ

あ

、

そ

の

辺

も

確

認

し

て

く

る

と

い

α

い

。

会

社

は

、

上

場

し

て

い

る

ア

ル

フ

ァ

テ

ッ

ク

の

１

０

０

％

子

会

社

だ

か

ら

、

き

っ

と

経

理

も

し

っ

か

り

し

て

い

る

だ

ろ

う

。

　

私

は

、

来

月

２

週

間

、

税

務

大

学

校

で

研

修

だ

か

ら

、

そ

の

時

期

、

会

社

が

よ

け

れ

ば

、

杉

江

君

ひ

と

り

で

臨

場

し

て

く

れ

た

ま

え

」

う

つ

　

杉

江

の

耳

に

、

特

官

の

言

葉

が

虚

ろ

に

響

い

て

い

た

。

　今回は信託財産と財務規律の認可基準について述べる。

【信託財産】

　○信託財産に他の団体の意思決定に関与することが

できる財産（株式等）を有しないこと（公益信託に関す

る法律（以下「法」という８十二、公益信託に関する法律

施行規則（以下「規則」という）９）。ただし、公益法人と

同様に、議決権の過半数を有していない場合はこの限

りでないとされた（公益信託に関する法律施行令４）。

　○清算の場合には、残余財産を類似目的の公益信託、

公益法人又は国・地方公共団体を帰属権利者とする旨

を信託行為に定めていること（法８十三）

【財務規律】（ＧＬ第５章第１節）

　財務基準には、公益法人と同様に「中期的収支均衡」

「公益事務割合」「使途不特定財産の保有制限」がある。

　○中期均衡期間（５年）において、公益信託事務に

ついて、その収支の均衡が図られると見込まれること

（法８八、�①、規則�）

　毎年度、管理費を含めた公益信託事務に係る経常収

入と経常費用を比較する。将来の費用や資産取得等の

ために資金を積み立てる場合（公益充実資金）は、当

該積立は経常費用に（取崩時は収入に）含まれる。当

該年度が黒字の場合、過去の赤字と通算し、なお残る

黒字は、翌事業年度以降の事業拡大等により解消する。

　○公益事務割合（費用ベース）が１００分の�以上に

なると見込まれること（法８九、�②、規則�、�）

　公益事務割合は、各年度の事業費／（事業費＋管理

費）で求める。事業費には公益事務を行う従業員の給

与や公益事務に関連する旅費等が該当する。管理費に

は受託者や信託管理人の公益信託事務に係る報酬（公

益信託報酬）が含まれる。公益信託報酬を含めた管理

費の総額を公益信託事務の処理に係る全ての費用の�

％以内に収める必要がある。

　○使途不特定財産額が年間の公益信託事務費を超え

ないと見込まれること（法８十、�）

　現に使用されておらず、かつ引き続き使用されるこ

とが見込まれない財産を「使途不特定財産」といい、

１年分の公益信託事務費相当額を超えて保有すること

ができない。公益信託事務のために使用され又は使用

見込のある財産（公益目的保有財産、公益充実資金、

指定寄附資金）は、使途不特定財産から除かれる（控

除対象財産）。

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

青

年

部

会

（

三

寺

健

吾

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

プ

リ

ン

ス

ホ

テ

ル

で

、

㈱

林

自

工

の

代

表

取

締

役

で

同

会

健

康

経

営

委

員

長

の

林

将

告

氏

と

Ａ

Ｉ

Ｇ

損

害

保

険

㈱

の

橋

本

良

氏

の

２

名

を

講

師

に

迎

え

、

「

健

康

経

営

に

つ

い

て

」

と

題

し

て

講

演

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

林

自

工

で

の

健

康

経

営

の

取

組

み

と

し

て

「

１

０

０

円

ラ

ン

チ

バ

イ

キ

ン

グ

」

な

ど

の

事

例

の

ほ

か

、

社

員

と

そ

の

家

族

に

愛

さ

れ

る

会

社

を

モ

ッ

ト

ー

に

様

々

な

取

組

み

を

実

施

、

２

か

月

に

１

度

は

、

社

員

が

集

ま

り

「

健

康

経

営

」

に

つ

い

て

話

し

合

い

提

案

す

る

な

ど

、

企

業

が

健

康

経

営

を

進

め

そ

の

結

果

生

産

性

ア

ッ

プ

、

コ

ス

ト

削

減

に

繋

が

っ

て

い

る

こ

と

を

紹

介

し

た

。

　

橋

本

氏

か

ら

は

従

業

員

の

健

康

管

理

は

経

営

的

視

点

で

戦

略

的

に

実

践

す

る

必

要

が

あ

り

、

健

康

不

安

等

を

持

っ

た

従

業

員

に

対

し

て

は

、

経

営

者

が

ど

う

伝

え

る

か

、

会

社

と

し

て

バ

ッ

ク

ア

ッ

プ

体

制

を

整

え

安

心

し

て

働

け

る

職

場

環

境

を

作

る

こ

と

が

必

要

と

な

る

な

ど

と

話

し

た

。

　

参

加

者

か

ら

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

企

業

で

何

が

出

来

る

か

、

自

社

に

持

ち

帰

り

今

後

の

取

組

み

に

生

か

し

た

い

と

の

声

が

出

て

い

た

。

　

福

岡

・

博

多

税

務

署

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

坂

本

文

比

古

会

長

）

の

第

�

回

定

期

総

会

と

博

多

青

色

申

告

会

（

同

会

長

）

の

第

�

回

定

期

総

代

会

が

４

日

、

福

岡

市

で

開

催

さ

れ

た

。

　

坂

本

会

長

の

あ

い

さ

つ

＝

写

真

＝

に

続

き

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

と

し

て

、

納

貯

連

は

①

納

税

資

金

の

備

蓄

を

奨

励

し

、

国

税

、

地

方

税

の

期

限

内

完

納

を

よ

り

一

層

推

進

す

る

、

②

中

学

生

の

「

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

募

集

等

を

中

心

に

税

の

広

報

活

動

を

行

い

、

税

の

正

し

い

理

解

者

、

協

力

者

の

拡

大

を

図

る

な

ど

を

承

認

し

た

。

青

申

会

は

①

税

知

識

の

普

及

拡

大

お

よ

び

納

税

道

義

の

高

揚

を

図

る

、

②

帳

簿

、

記

帳

の

研

修

お

よ

び

税

務

に

関

す

る

申

告

手

続

き

の

研

修

と

指

導

を

実

施

す

る

な

ど

を

承

認

し

た

。

　

総

会

後

に

は

東

谷

光

則

博

多

署

長

が

「

税

の

よ

も

や

ま

話

」

と

題

し

卓

話

を

行

っ

た

。

　

一

般

社

団

法

人

西

福

岡

青

色

申

告

会

（

幸

田

吉

史

会

長

）

は

８

日

、

福

岡

市

で

第

�

回

定

時

総

会

を

開

い

た

。

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

西

福

岡

税

務

署

の

藤

岡

茂

雄

署

長

ら

幹

部

が

出

席

し

た

。

　

幸

田

会

長

＝

写

真

＝

の

あ

い

さ

つ

の

後

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

と

し

て

、

税

知

識

の

普

及

と

納

税

意

識

の

高

揚

、

会

員

増

強

と

組

織

運

営

の

見

直

し

に

よ

る

財

政

基

盤

の

強

化

、

広

報

誌

等

を

活

用

し

た

情

報

提

供

に

取

り

組

む

こ

と

な

ど

を

承

認

し

た

。

　

総

会

後

に

は

、

懇

親

会

が

開

か

れ

、

地

元

の

銘

酒

を

味

わ

い

な

が

ら

会

員

相

互

の

親

睦

を

深

め

た

。

　

名

古

屋

東

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

鬼

頭

正

二

郎

会

長

）

は

５

日

、

名

古

屋

市

東

区

役

所

４

階

講

堂

で

第

�

回

定

期

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

名

古

屋

東

税

務

署

の

山

崎

博

人

署

長

、

名

古

屋

東

部

県

税

事

務

所

の

西

尾

一

美

所

長

、

杉

浦

康

嗣

名

古

屋

市

東

区

長

ら

来

賓

多

数

が

出

席

し

た

。

　

議

事

で

は

、

「

租

税

教

育

の

推

進

」

「

租

税

の

自

主

納

付

体

制

の

確

立

」

「

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

広

報

活

動

に

よ

る

普

及

拡

大

、

源

泉

所

得

税

の

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

及

び

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

等

を

利

用

し

た

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

普

及

拡

大

」

「

広

報

活

動

の

充

実

」

「

組

合

組

織

の

充

実

強

化

と

活

性

化

」

を

盛

り

込

ん

だ

令

和

８

年

度

事

業

計

画

案

お

よ

び

収

支

予

算

書

案

な

ど

を

審

議

し

、

承

認

し

た

。

　

大

阪

国

税

局

は

５

日

、

パ

ナ

ソ

ニ

ッ

ク

ス

タ

ジ

ア

ム

吹

田

に

お

い

て

、

株

式

会

社

ガ

ン

バ

大

阪

に

対

し

て

大

阪

国

税

局

長

感

謝

状

と

門

真

税

務

署

長

感

謝

状

を

贈

呈

し

た

。

　

こ

れ

は

ガ

ン

バ

大

阪

が

、

租

税

教

育

の

推

進

や

広

報

活

動

を

通

じ

て

納

税

道

義

の

高

揚

に

努

め

、

税

務

行

政

へ

の

多

大

な

協

力

を

行

っ

た

こ

と

に

対

し

て

実

施

さ

れ

た

も

の

。

　

大

阪

国

税

局

長

感

謝

状

は

同

局

の

山

本

学

総

務

部

長

か

ら

、

水

谷

尚

人

代

表

取

締

役

社

長

に

手

渡

さ

れ

た

＝

写

真

。

　

ガ

ン

バ

大

阪

は

、

こ

れ

ま

で

門

真

税

務

署

と

門

真

納

税

協

会

等

と

連

携

し

、

昨

年

�

月

に

は

大

阪

府

立

四

條

畷

高

校

で

、

元

日

本

代

表

で

ガ

ン

バ

大

阪

コ

ー

チ

の

遠

藤

保

仁

氏

と

明

神

智

和

氏

が

「

サ

ッ

カ

ー

教

室

×

租

税

教

室

」

に

参

加

、

両

氏

に

は

増

田

歌

織

門

真

税

務

署

長

か

ら

門

真

税

務

署

長

感

謝

状

が

贈

呈

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

ガ

ン

バ

大

阪

ユ

ー

ス

所

属

の

高

校

生

約

�

人

を

対

象

に

し

た

租

税

教

室

が

開

催

さ

れ

た

ほ

か

、

確

定

申

告

期

に

は

同

ス

タ

ジ

ア

ム

で

試

合

前

に

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

申

告

推

進

の

Ｐ

Ｒ

動

画

が

放

映

さ

れ

た

。

　

福

岡

・

一

般

社

団

法

人

小

倉

青

色

申

告

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

８

日

、

北

九

州

市

内

で

第

�

回

定

時

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

小

倉

税

務

署

の

本

田

哲

章

署

長

ら

幹

部

、

九

州

北

部

税

理

士

会

の

丸

山

二

也

会

長

や

友

諠

団

体

の

代

表

な

ど

が

出

席

し

た

。

　

梅

原

会

長

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

案

を

承

認

。

そ

の

最

重

点

事

業

と

し

て

、

▽

令

和

９

年

か

ら

適

用

が

始

ま

る

青

色

申

告

特

別

控

除

�

万

円

を

見

据

え

、

会

計

ソ

フ

ト

「

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

」

の

活

用

を

推

進

す

る

▽

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

（

デ

ジ

タ

ル

変

革

）

が

進

み

利

便

性

が

向

上

し

た

ス

マ

ホ

申

告

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

周

知

す

る

こ

と

で

、

会

員

事

業

所

の

従

業

員

が

行

う

還

付

申

告

等

を

支

援

す

る

こ

と

な

ど

を

盛

り

込

ん

で

い

る

。

　

総

会

後

に

は

記

念

講

演

が

行

わ

れ

、

株

式

会

社

ス

タ

ー

フ

ラ

イ

ヤ

ー

の

元

社

長

・

松

石

禎

己

氏

が

「

経

営

者

が

最

後

に

行

き

着

い

た

〝

営

業

の

原

点

〟

」

の

演

題

で

話

し

た

。

　

横

浜

中

税

務

署

（

高

盛

洋

明

署

長

）

は

１

日

、

横

浜

Ｆ

・

マ

リ

ノ

ス

、

横

浜

市

財

政

課

と

の

三

者

協

働

に

よ

る

初

の

租

税

教

室

を

横

浜

市

立

山

王

台

小

学

校

で

開

催

し

た

。

　

租

税

教

室

で

は

、

ま

ず

、

同

署

が

「

税

が

な

い

世

界

」

を

説

明

し

、

横

浜

市

財

政

課

が

「

税

金

の

使

い

道

」

に

つ

い

て

紹

介

。

横

浜

Ｆ

・

マ

リ

ノ

ス

は

、

Ｐ

Ｋ

体

験

の

ほ

か

、

サ

ッ

カ

ー

元

日

本

代

表

で

長

年

に

わ

た

り

同

チ

ー

ム

で

プ

レ

ー

を

し

て

き

た

波

戸

康

広

さ

ん

に

よ

る

ス

ペ

シ

ャ

ル

ト

ー

ク

を

行

っ

た

＝

写

真

。

波

戸

さ

ん

は

、

税

に

関

す

る

体

験

談

を

披

露

す

る

な

ど

、

租

税

教

育

と

ス

ポ

ー

ツ

を

組

み

合

わ

せ

た

新

し

い

形

の

租

税

教

室

と

な

っ

た

。

　

Ｐ

Ｋ

体

験

で

は

、

公

式

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

の

マ

リ

ノ

ス

ケ

が

キ

ー

パ

ー

役

を

務

め

、

波

戸

さ

ん

が

蹴

り

方

を

指

導

。

児

童

の

経

験

等

に

応

じ

て

距

離

を

変

え

る

こ

と

で

、

「

公

平

」

や

「

累

進

課

税

」

の

考

え

方

を

体

感

的

に

学

ん

だ

。

　

ま

た

、

児

童

た

ち

が

税

金

の

使

途

を

考

え

る

議

論

を

グ

ル

ー

プ

で

行

い

、

「

み

ん

な

が

税

金

を

払

っ

て

く

れ

て

い

る

お

か

げ

で

、

学

校

や

公

共

施

設

な

ど

み

ん

な

が

使

う

も

の

が

で

き

て

い

る

ん

だ

と

思

っ

た

」

と

感

想

を

話

し

て

い

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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